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はじめに

我が国は戦後、人・物・資本を都市に集中投資することによって、短期間に高度経済成長

を達成しました。その一方で、人口や企業の大都市への過度な集中と地方部の過疎化など、

社会問題が発生しています。

東日本大震災においては、経済活動や国民生活全般に大きな影響を与えただけでなく、人

や企業が過度に集中した大都市部で大きな混乱が生じ、日本全体に大きな影響を与えました。

日本が活力を取り戻すためには、｢分散｣の発想の下、新たな国づくりビジョンを描き、日

本全体で均衡ある発展を進める国土構造を実現することが不可欠です。

自然的・地理的条件や歴史的な経緯により形成されてきた国のかたちを、分散型、複軸型

の国土構造に転換していくことは、決して地方の努力のみでなし得るものではなく、従来の

地域政策の枠組みを超えた国による新たな仕組みづくりが必要です。

成熟化した社会において、都市と地方がそれぞれの特長を活かす新しい関係を築き、豊か

な社会を実現できるよう、新たな国づくりビジョンとして、我々は以下の５分野で政策を提

案します。
◎企業・人口の分散による地域活力の再生・創造

◎誰もが安心して暮らせる豊かな地域社会の実現

◎地方の資源を活用した農林業の振興とエネルギー対策

◎地方が日本の発展に貢献するための仕組みづくり

◎強靭な国土づくり



新たな国づくりのための政策提案

企業・人口の分散による地域活力の再生・創造

１．企業の分散 P 1

誰もが安心して暮らせる豊かな地域社会の実現

２．人の分散 P 3

３．地域の支え合い・安心な医療の確保 P 7

４．子どもを産み、育てる環境づくり P 9

地方の資源を活用した農林業の振興とエネルギー対策

５．森林資源の活用・保全 P11

６．農業の維持・活性化 P13

７．再生可能エネルギーの導入促進 P15

地方が日本の発展に貢献するための仕組みづくり

８．地方財政の自立 P17

強靭な国土づくり

９．高速交通ネットワークの整備と事前防災・減災対策 P19



＝３社（上場企業）

は、三大都市圏（東京圏、名古屋圏、大阪圏）

は、その他

は、ふるさと知事ネットワーク県

現状・課題

１．企業の分散

企業の都市への過度な集中
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対外直接投資と配当金、海外内部留保の推移（兆円）

資料：財務省「国際収支統計」より独自作成

※「カルトグラム」（統計データに基づき地図を変形し,地域の
特徴を 視覚的に表現する地図）の手法を用いて独自作成

・上場企業（本社）の約５割が東京に集中
　　東京都内　国内上場企業約４０００社のうち約２０００社が立地
　　大阪府内　　　　　　〃　　　　　　　　　　 　　　　約５００社が立地
　　愛知県内　　　　　　〃　　　　　　　　　　 　　　　約２４０社が立地

・三大都市圏以外の地方圏における上場企業は全体の１６．２％
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◆我が国における企業立地の現状は、企業全体の約半数（上場企業の約８割）が三大都市圏に集中しており、大規
模災害時のリスクを高めている。

◆一方、海外移転や現地法人化した企業は、海外で収益を上げ、「外国子会社配当益金不算入制度」の効果によ
り、国内に還流する配当金が増加している。

◆日本の経済成長を支える高付加価値産業を守るため、海外で得た収益を国内における研究開発拠点の整備、分散立
地に再投資する環境整備が必要である。

【企業・人口の分散による地域活力の再生・創造】
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○国内分散促進制度の創設
研究開発拠点を、子育て環境等に優れた地方へ分散立地

（誘導策）

①施設整備等に対する補助 ②利子補給
③法人税等の軽減 ④土地利用規制の緩和

高出生率地域
（出生率が１．５０以上の地域）
※出生率1.50は20年前（1993年：バブ

ル期終了直後）の全国平均相当

人口減尐対策地域
（人口の社会増加率が全国平均以下

の地域）
利益還流
（約３兆円） 研究開発

拠点

海 外

生産拠点 本社

国 内
（地 方）指定地域

への投資

国 内
（都 市）

分散立地促進地域（高出生率および人口減尐対策地域）

政 策 提 案 １－１ 研究開発拠点の分散立地

○企業誘致にかかる優遇税制の創設

企業誘致のインセンティブを高めるため、補助金等の
益金不算入制度を、地方に分散立地する企業に適用

≪試算前提≫ ・工場建設費100億円、補助金50億円、税率10%と想定

益金50億円
（補助金）

損金・益金差額
△50億円

×税率10%＝ 税額△１０億円

損金100億円
（設備投資）

損金・益金差額
△100億円

×税率10%＝ 税額△５億円【 現 行 】
補助金50億円
は益金に算入

【見直し後】
補助金50億円は
益金に不算入

企業の税負担は
5億円減尐

損金100億円
（設備投資）

政 策 提 案 １－２ 企業立地補助金の益金不算入



２．人の分散

＝10万人（人口）

　　　（1000万人→1100万人→1200万人→1300万人）
　　　　1962年　　　1966年　　　2000年　　　2010年

・東京への人口の一極集中が再び加速化

は、ふるさと知事ネットワーク県

は、その他

は、三大都市圏（東京圏、名古屋圏、大阪圏）

我が国の人口は大都市圏に集中

北海道

青森

岩手
秋田

宮城
山形

福島
新潟

富山石川

福井
栃木

茨城

埼玉

千葉

東京
神奈川

山梨

長野
岐阜滋賀

静
岡愛知

三重

奈良

京都兵庫

大阪

和
歌
山

鳥取島根

岡山広島

山
口

香川

徳島
愛媛

高知

福岡
佐
賀

沖
縄

大分

宮崎
鹿児島

熊本

長崎

※「カルトグラム」（統計データに基づき地図を変形し,地域の
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資料：総務省「国勢調査」（社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集」から独自作成）

3

群馬

現状・課題

◆我が国では、三大都市圏に国全体の人口の５割以上が集中しており、特に東京では人口の一極集中が加速して
いる。

◆一方、都市部においては、今後、急速に高齢者が増加することが見込まれており、大都市では地価の問題など
から、介護施設などの整備が困難な状況にある。

◆今後、都市部に暮らすシニア層などの地方移住を促進するためには、地方における住環境等の整備を進めるこ
とが必要である。

【企業・人口の分散による地域活力の再生・創造】



○地方移住の動機付けとなる仕掛け

農山漁村・田舎暮らし体験のカリキュラム化や祝日法の改正 など

○遊休ストックの活用などによる地方への移住の促進

空き家を地方移住者に提供する場合、不動産取得税の課税免除
等の優遇税制の創設 など

政 策 提 案 ２－１ 地方への移住につながる環境整備

≪移住までの流れ≫

空き家所有者

県

県外からの
移住希望者

・県に登録・貸付け
（１０年以上）

・空き家改修
・移住希望者へ短期貸付け
・定住相談&職業紹介

政 策 提 案 ２－２ 都市の高齢化問題の解決と地方の雇用創出

ふるさと介護老人福祉施設のイメージ

地 方 都 市

社会福祉法人

自治体

高齢者
地元
20%

都市
80%

受入れ

施設整備補助

自治体
協定締結

監督指導

○ 「ふるさと社会貢献制度」の創設

企業の第一線で活躍していた元気な都市住民が
地方で社会貢献できるように環境を整備

○ 「ふるさと介護老人福祉施設」制度の創設

都市と地方が連携し、都市部の高齢者を受け入れる施設を地方に整備

4公共政策等の講師

社外取締役

顧
問
バ
ン
ク

ふ
る
さ
と

地 方

移 住 地方の企業

「ふるさと顧問バンク」
登録・移住支援

地方の自治体

①大手企業など、第一線で活躍してい
たハイレベルな人材を「ふるさと顧問
バンク」に登録・移住支援

②企業ネットワークや技術などを活かし、
地方貢献（将来的に要介護となった場合
など、入居施設へ転居可能）

地方の大学

市町村

都市部

政策顧問、参与

政 策 提 案 ２－３ 都市住民による地方での社会貢献

4

※移住希望者は短期の移住体験を
経て本格的に移住



55

○「介護・医療制度における住所地特例制度」の創設

最も長く暮した住所地を「介護・医療制度における住所地」
とし、医療・介護費の自治体負担の公平性を確保

〔イメージ図〕

４０歳 ６５歳

Ａ市に在住

７０歳

Ｃ市に移住

７５歳

介護・医療制度における住所地（Ａ市）
※４０歳～６４歳までの間に最も長く暮した自治体（Ａ市）

Ａ市が保険者 Ａ市が保険者（保険者はＡ市のまま）

グループホーム
等に入居

特別養護老人
ホームに入居

Ａ市が介護・医療費を負担

B市が保険者

Ｂ市に在住

５５歳

○「介護人材バンク制度」の創設

介護福祉士等と福祉事業所運営者をマッチング

政 策 提 案 ２－４ 大学の地方分散

○大学の地方分散に向けた大学の機能分化および大学定員の見直し

都市部の大学の地方キャンパスの設置 （国立大学の運営費交付金等における「地方分散枠」の創設） など

○都市部の大学の定員減と地方の大学の定員増

工業系、農学系など、地方に研究資源が豊富にある学部・学科の定員の見直し

個人
＋

法人 所得控除
＋

税額控除（法人）

所得控除
＋

売却益減税

若者が代表
本社が地方圏等

○地方就職支援制度の創設
地方圏等の企業に就職した新規学卒者に対する国の独立行政
法人の奨学金返還を免除

三大都市圏
31％

三大都市圏
44％

地方
69％

地方
56％

13ポイント
の差

新規学卒
就業者
9万人

政 策 提 案 ２－５ 若者の地方での就職・起業を促進

○若者起業促進エンジェル税制の創設

※現行エンジェル税
制からの拡充部分
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○集落維持のための総合的な仕組みづくりや地域活動の拠点づくり

複数集落の連携による生活、福祉、産業、防災など総合的な仕組みづくりや旧小学校等の活用などによる集落活動の拠点づくりの
促進

⑤防災活動

①集落活動サポート

②生活支援サービス

集
落

集
落 集

落

農林水産業
従事者

ボランティア
グループ 地域事業者

加工グループ

地元商店等

婦人会等

民生委員

道の駅等
活動の推進役

地元有志スタッフ

高知ふるさと応援（事務局・実動）

地域リーダー

集落活動センター

集落活動の拠点

④健康づくり活動 ＮＰＯ・団体

③安心・安全サポート 診療所等

１ 住民主体の、市町村と一体となった取り組み

２ 取り組みの内容は地域のオーダーメード
３ 地域住民が自然と集える場所が活動の拠点

４ 地域住民とともに、Ｕターン、移住者等が取り組み

５ 近隣の集落が連携することにより、様 な々取り組みが可能に

集落活動センターのポイント

◆「集落活動センター」による集落維持の仕組みづくり・集落活動の拠点づくり◆

政 策 提 案 ２－６ 地域活力の再生・創造に資する中山間地域の仕組みづくり

⑥鳥獣被害対策

⑦観光交流活動・定住サポート

⑩エネルギー資源活用

⑪その他の活動

⑨特産品づくり・販売

⑧農林水産物の生産・販売

○地方指定文化財の保護に向けた優遇税制の創設
国指定重要文化財などに限って認められている有償譲渡、相続にかかる優遇税制を地方指定文化財に拡大

○地方ゆかりの国有文化財の里帰り制度の創設

文化庁
国立文化財機構

（各博物館）

①長期貸出希望
文化財の提示

地方の博物館
（文化庁公開

承認施設など）

③移管希望文化財の
長期貸出

②長期貸出希望
文化財の優先
修復

政 策 提 案 ２－７ 地方に根付く文化等を地方の宝として継承

≪ふるさと文化財里帰り制度≫

有名文化財の地方展示による交流人口の増加



３．地域の支え合い・安心な医療の確保

現状・課題
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全国の年齢３区分別人口推移（S60-H47）

65歳以上人口

（千人）

（注） 平成22年までは「国勢調査」（総務省）、平成27年以降は「日本の将来推計人口（平成18年12月推計）」（国立社会保障・

人口問題研究所）より作成。ただし、平成22年までは「年齢不詳」を含まないため、3区分を合計しても全体人口と一致しない。

15～64歳人口

15歳未満

◆現在の子どもや高齢者、障害者に対する福祉サービスは、サービス分野ごとに全国一律の職員配置や定員などの基
準が決められているため、過疎化の進む中山間地域などではサービスの確保が困難となっている。

◆また地方においても、核家族化の進展などによって、家族を含めた住民同士のつながりの希薄化が進んでおり、家
族内での世代間の相互扶助力を再生する必要が生じている。

◆医療については、平成１６年度の新医師臨床研修制度の導入により、研修医が研修先を自由に選べるようになった
結果、研修医の都市部への集中が加速し、地方の医師不足が深刻な状況となっている。

◆医療訴訟のリスクの高い診療科や労働環境の厳しい診療科を選択する医師が減尐したことなどによる診療科間の医
師の偏在も顕在化している。

◆尐子化対策の観点からも、産婦人科医、小児科医の不足や地域偏在が深刻化するとともに医師の高齢化等が進んで
おり、安心して妊娠・出産、子育てに臨める医療環境の実現が必要とされている。

（倍）

資料：厚生労働省「平成22年病院等における必要医師数実態調査
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【誰もが安心して暮らせる豊かな地域社会の実現】
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○「小規模多機能支援制度」の整備と助成制度の創設

「小規模多機能支援制度」
過疎化の進む中山間地域などで、新しい支え合いの拠点におい
て、子どもから高齢者まで年齢や障害の有無にかかわらず必要な
福祉サービスを提供

政 策 提 案 ３－１ 地域の支え合い機能を強化する仕組みの構築

地方の先進的な取組事例

拠点

サ テラ イ ト

サ テラ イ ト サ テラ イ ト

サ テラ イ ト

サ テラ イ ト サ テラ イ ト

住 民

行 政

社 協

住 民

行 政

社 協

住 民

行 政

社 協

住 民

行 政

社 協

住 民

行 政

社 協

住 民

行 政

社 協

小地域

老人クラブ

ボランティア地域住民

民生委員・児童委員

医療
機関

地域包括支援ネットワークシステム

運営委員会

集い＋付加機能

◆機能拡充
基本機能を基本に機能を拡充

泊り・移動手段の確保・配食

ス
タ
ッ
フ

地
域
福
祉
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

小規模多機能支援拠点（地域福祉の拠点）

あったかふれあいセンター

・
・
・

集落活動センター

安心・安全サポート

生活支援

集落支援

集落の支え合い活動の拠点

あったか
ふれあいセンター
のサテライト機能

連携

専門
職種

行政
機関

介護
事業所

保健
機関

日中の居場所・見守りの場

訪問・相談・つなぎ

●高齢者、子ども、障害者、その他

地域包括支援ネット
ワークシステムの構築

生活支援

新たな支え合い
の仕組みづくり

政 策 提 案 ３－２ 誰もが安心な医療を受けることができる仕組みの構築

○専門医制度の見直しによる医師の確保

医師不足地域での勤務やへき地等の医療機関での一定期間の研修を資格取得条件への追加
地域や診療科・診療領域ごとに養成プログラムの定員を設定

○総合診療専門医の養成と医師の確保

総合的な診療能力を有する医師の定義を明確化し、全国統一の基準の下、基本領域の専門医の一つとして位置付け など

○医師臨床研修制度の見直しによる医師の確保

全国の募集定員の総数を研修希望者の総数レベルに引き下げ、都道府県別の募集定員を医師不足地域に多く配分するよう、
募集定員の設定方法の見直し など



9４．子どもを産み、育てる環境づくり

現状・課題

資料：社会保障・人口問題研究所
「第14 回出生動向基本調査（2010年）」
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資料：総務省「国勢調査」（社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集」から独自作成）

生涯未婚率と初婚年齢の推移

0

0.2

0.4
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0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8
合計特殊出生率の推移(全国）

年

資料：厚生労働省「人口動態統計」

夫妻の結婚年齢別にみた、結婚持続期間別、平均出生子ども数

◆全国の合計特殊出生率は、２００５年の１．２６に底を打ち近年は上昇傾向にあり、直近の２０１２年には１．４１
と１６年ぶりに１．４台を回復した。

◆一方で、尐子化の大きな要因の一つである未婚化・晩婚化の進行は、全国的に加速しており、生涯未婚率は３０年前
と比較して大幅に上昇している。

◆社会全体で若者の結婚を応援することや、男性も含め子育てをしながら働く従業員の増加に対応し、仕事と子育ての
両立に対する対策が必要となっている。

【誰もが安心して暮らせる豊かな地域社会の実現】
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○「尐子化危機突破基金」の創設

地域の実情に応じた様々な対策を展開するために基金を創設、国策として積極的に支援

事業例：結婚しやすい環境づくり、妊娠・出産支援、思春期からの保健対策、子育て支援、男性の育児参加促進 など

○「結婚ポジティブキャンペーン」の展開

教育の場や政府広報等を活用した、社会全
体で結婚を応援する機運づくりキャンペーン
を展開

政 策 提 案 ４－１ 地方の実情に応じた尐子化対策を強力かつ早急に展開するための基金の創設

政 策 提 案 ４－２ 結婚しやすい環境づくり

○子育て応援企業支援制度等の創設

従業員に育児休業を取得させた中小企業に対し、超過勤務等の代替措置に要した経費に相当する法人税を軽減

○わが手で育てる「０～２歳育児」支援制度の創設

０歳児を持つ親に対し、子どもが１歳になるまで育児休業を取得させた企業への報奨制度を創設

１～２歳児について、親に対する保育料軽減など、子育て支援優遇制度を創設

政 策 提 案 ４－３ 子育て応援企業の育成

政 策 提 案 ４－４ 子育て世帯の住環境の改善

○子育て世代・高齢者の住み替えを促進

子育てが終わった高齢者世帯をマンション等へ、
子育て世代を高齢者世帯が使用していた戸建住宅へ、それぞれ住み替えを促進

高齢者が住み替え物件（元の住宅）の改修のための資金借入を行った場合、
所得税の減税および住み替え物件にかかる固定資産税を減免する優遇税制を創設

○子育て世帯向け賃貸住宅の整備に対する支援制度の創設
子育て世帯

賃貸

市街地のマン
ション等へ移住

高齢者世帯

子育て世代・高齢者の住み替えイメージ

戸建住宅
へ移住

家賃

○ 「尐子化危機突破基金」を活用し結婚したい若者を支援

結婚支援ネットワーク形成、若者交流促進支援、結婚応援人材育成

○出産・育児など家庭生活と仕事を両立させるための環境整備

育児参加推進制度の法制化、 「日本の未来を創る女性活躍応援基金」創設
など



５．森林資源の活用・保全

現状・課題

地球温暖化の緩和
（二酸化炭素吸収、
化石燃料の代替）
地球の気候の安定

地球環境保全

木材
食料

工業原料
工芸材料

景観・風致
学習・教育

芸術 宗教・祭礼
伝統文化

地域の多様性維持

療養
保健
行楽

スポーツ

気象緩和
大気浄化

快適生活環境形成

洪水緩和
水資源貯留
水量調節
水質浄化

表面浸食防止
表層崩壊防止

その他土砂災害防止
雪崩防止

防風 防雪

遺伝子保全
生物種保全
生態系保全

生物多様性保全

物質生産

土砂災害防止／土壌保全文 化

保健・レクリエーション 水源かん養

快適環境形成

36兆6,986億円

1兆4,652億円

2兆2,546億円

29兆8,454億円

森林の有する多面的機能の評価
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（千t-C）※ ＣＯ２排出削減目標と森林によるＣＯ２吸収効果

CO2排出削減目標（注１）

CO2森林吸収分（注２）

差引：CO2排出削減余剰量

資料：環境省「新地方公共団体実行計画策定マニュアル等改訂検討会 第２回検討会（Ｈ20年10月27日開催）」の配布資料「室田委員資料：

47都道府県別ＣＯ２排出量の推計」 農林業センサス（平成２年、平成17年） 森林蓄積量（森林計画対象）
※t(トン)-c 二酸化炭素を炭素換算で表示した重量

注１ 1990年の都道府県別のCO2排出量に、国の削減目標である６％を乗じて算出

注２ 京都議定書で認められた国全体の森林吸収効果(3.8％ 13百万炭素トン)を1990年から2005年の間の
都道府県別の森林蓄積量（森林計画対象森林における立木の材積）の増加分から按分して算出

11

資料：日本学術会議「森林の多面的な機能の評価委について(H13.11月）」

◆国土の約２／３を占める森林は、災害から国民の生命と暮らしを守り、地球温暖化防止に貢献するなど、多面的な
機能を有しており、その年間評価額は７０兆円ともいわれている。

◆この我が国全体の財産である森林は「木を植えて育て、伐って使い、再び植える」という林業の営みが循環するこ
とによって維持されてきたが、林業は外国産材との競合等による地域材価格の低迷により、厳しい状況にある。

◆持続可能な森林経営を確保するため、地球温暖化対策に地域材の利活用を位置付け、建築用材のみならず木質バイ
オマスの活用など、国全体での木材需給対策を強化する必要がある。

【地方の資源を活用した農林業の振興とエネルギー対策】



○国民全体で森林の保全費用を負担する仕組みづくり

全国３３県が独自に導入している「森林環境等を保全するための税」を法定税化
広域の課題に対応するための財源として都道府県間で配分する制度を創設

○森林における地籍調査の推進

森林を対象とした地籍調査を「国家的プロジェクト」と位置付け、国が財源を確保
約300億円

約70億円

法人住民税
約2.7兆円

個人住民税
約11.3兆円

個人：年額500円
法人：均等割額の

5％相当額

個人住民税、
法人住民税の
付加税として徴収

都道府県間
配分

12

政 策 提 案 ５－１ 持続的な森林管理・森林づくりを進めるための仕組みの構築

○都市と地方を結ぶ地域材のサプライチェーンの構築

住宅メーカー等による需給マッチングの取組みに対する助成制度の創設

○公共部門、民間部門における地域材の活用

施設の木造化などに対する地方財政措置・助成制度の拡充

○県産材を使用した新築住宅にかかる優遇税制の創設

○J-クレジット制度における吸収系事業の使用範囲等の拡大

森林保全活動によって認証される範囲を拡大

助
成
措
置

消費地 製造・加工地 生産地

地域材のサプライチェーンの構築

製材工場

プレカット工場
森林組合

マッチ
ング

マッチ
ング

国 ・ 県

計
画
書

集成材工場

合板工場
素材生産業者等

森林所有者・
林業公社

コーディネーター コーディネーター

情報共有化 情報共有化

原木市場

連携

大手住宅
メーカー等

政 策 提 案 ５－２ 地域材の需要拡大による林業の活性化

【クレジットの用途】 低炭素社会
実行計画

カーボン・
オフセット

温対法 省エネ法

排出削減プロジェクト ○ ○ ○ ○

森林管理プロジェクト × ○ ○ ×



うち基幹的
農業従事者

６．農業の維持・活性化

現状・課題

（歳、％）
（万人）

65歳以上の割合
（農業就業人口）

基幹的農業従事者
の平均年齢

農業就業人口、基幹的農業従事者数の推移

資料：農林水産省「農林業センサス」、「農業構造動態調査」から独自作成
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◆我が国の農業就業人口は、直近１０年で約１３０万人減尐し、そのうち基幹的農業従事者数は約５４万人減尐して
いるほか、農業就業人口のうち６５歳以上の割合が６割、７５歳以上の割合が３割を占め、高齢化も進行してい
る。

◆一方、世界的な人口増加に伴う食料消費の増加やバイオ燃料の増産などにより、食糧需給のひっ迫や飼肥料の価
格高騰が続いており、食料の多くを海外に依存する我が国にとって、国内の食料自給率を向上させ、食料の安全・
保障を確立することが喫緊の課題である。

◆青年就農給付金などによる新規就農者の確保・育成に加え、農業経営の農家子弟等への継承の前倒しを行うとと
もに、大胆な経営発展を進める経営体を育成することなどが必要である。

【地方の資源を活用した農林業の振興とエネルギー対策】

資料：農林水産省（「食料需給表」、FAO"Food Balance Sheets"等を基に農林水産省で試算）
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○経営力の高い農業経営体の早急な確保・育成

農業エキスパート研修、企業的経営計画の認定、企業的経営の実現のた
めの支援制度など、経営の継承・発展をパッケージで支援

○市民農園を活用した営農チャレンジを推進

市民農園での営利目的の生産を可能とする「特定農地貸付法」の見直し

相続税の納税猶予措置を市民農園にも拡大適用

◆対象：農家子弟等 意欲ある若手農業者
◆５～10年後の経営発展を目指した「企業的経営計画」の作成

計画の実施

・税制上の優遇措置等

・補助制度の優先採択等

・法人化の支援

新たな支援
①経営継承 ・生前贈与等

②経営発展 ・機械の導入等

③法人化・法人設立、登記等

経営の継承を契機としたスーパー経営体の育成

経営継承・経営発展に向けた支援

◆計画の内容 ①経営継承の時期 ②経営の発展・転換

「農業エキスパート研修」の実施

「企業的経営計画」の認定

経営継承・経営発展に向けたパッケージでの支援施策

○中山間地などの条件不利地域でのサポート体制の強化

担い手不在の地域において地域住民に代わって
農業経営を行う「サポート経営体」への支援 など

政 策 提 案 ６－２ 地方の農業活性化に必要な環境整備

政 策 提 案 ６－３ 国産農産物の消費拡大に向けた国民運動の展開

○鳥獣被害対策・活用策の推進

狩猟免許の有効期間の延長(3→5年)など「捕獲力の強化」、
獣肉のマーケティング調査など「野生鳥獣の利活用の推進」、
「野生獣の生息数を調査する手法の確立」

政 策 提 案 ６－１ 国際競争力を持った農業経営体の緊急的な育成

学校

農協、
農業法人等

産地・農村に対する支援

１点

FOOD 
ACTION 
NIPPON

②マーク
の送付

⑤食材の
注文

⑦食材の
納入

⑥食材の発注

⑧代金支払

③点数送付

④金額振込

①FANマーク商品
の販売・購入

＜FANマーク預金＞

※優遇税制

学校給食会と
連携

量販店、
加工メーカー等

※都道府県の地産
地消・ブランド本部

○新たな「国産食料品ポイント制度」 を創設

国産農産物の消費拡大に向け、ベルマーク運動の
仕組みを参考に現行制度を改善

http://syokuryo.jp/index.html


７．再生可能エネルギーの導入促進

◆東日本大震災後、エネルギー政策を巡る情勢に大きな変化が
あり、再生可能エネルギーの導入拡大を図りながら、国民の
生活や経済活動に必要なエネルギーの供給基盤を確保する対
策が求められている。

◆昨年７月からは、「再生可能エネルギーの固定価格買取制
度」がスタートし、導入事業者の利潤に配慮した調整価格が
設定されている。

◆再生可能エネルギーの導入に当たっては、高いポテンシャル
を有する中山間地域における未利用資源の活用が不可欠であ
るが、送配電網が脆弱で系統連系に要するコスト負担や、さ
まざまな規制が支障となっており、早期解決を図っていく必
要がある。

現状・課題
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0 200 400 600 800 1,000 

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

14,190
2,085
1,716

1,608

1,228

万kW
太陽光発電・陸上風力発電の設備容量

太陽光発電 陸上風力発電

資料：環境省「再生可能エネルギー導入ポテンシャル調査（H23）」

【地方の資源を活用した農林業の振興とエネルギー対策】



○地域が主体となった再生可能エネルギー導入の支援体制の構築 など

地域企業、住民への専門的な助言、相談機能の都道府県単位での整備

○エネルギーの地産地消を支える社会基盤の整備を重点的に支援

重点的な送電網の整備 など

○エネルギー関連産業の育成

発電事業者に対する優遇税制の創設 など

○エネルギーの地産地消を進めるための規制の緩和

○地方に多く賦存する未利用の木質バイオマスの有効活用

未利用木材等を安定的かつ継続的に供給できるよう、調達価格の目安となる「基準価格」を設定

小水力

風力

蓄電池バイオマス
コージェネレーション

電力自給

小水力

風力

蓄電池バイオマス
コージェネレーション

電力自給

政 策 提 案 ７ エネルギーの地産地消を実現する社会の構築
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８.地方財政の自立

現状・課題

行政サービス
の向上

税収の増加

企業・人口
の流入

行政サービス
の低下

税収の減尐

企業・人口
の流出

都
市
の
発
展

地
方
の
停
滞

17

◆地方では、人口減尐や高齢化が進むことで税収が尐なくなる一方、高齢化に伴う社会保障などの行政コストが増加
している。

◆このため、財政力の弱い地方においては十分な施策が実施できないことから、地方交付税制度や地方消費税の清算
基準の見直し、「ふるさと」を応援する仕組みである「ふるさと納税」の制度拡充などにより、地方財政の財源調
整機能を強化する必要がある。

【地方が日本の発展に貢献するための仕組みづくり】



○相続税（国税）の２分の１を地方交付の原資化

○地方消費税の清算基準の見直し

消費代替指標として「人口」にウエイトを置いたものへの見直し
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政 策 提 案 ８－１ 地方の財政調整機能の強化

○税額控除の適用限度額の引下げ（現行：２千円）および個人住民税にかかる特例控除額の上限の引上げ（現行：１割）

○個人住民税にかかる控除対象寄附金の上限の引上げ（現行：総所得金額等の３０％）

○給与所得者の「ふるさと納税」について、年末調整での対応を可能とする仕組みを創設

○退職所得に「ふるさと納税」を適用する仕組みを創設

寄付金額 80,000円
所得税

(※）

個人住民税

（基本控除）

個人住民税

（特例控除）

自己負担

16,000円 7,800円 35,000円 21,200円

寄付金額 80,000円

所得税

(※）

個人住民税

（基本控除）

個人住民税

（特例控除）

自己負担

16,200円 7,900円 54,900円 1,000円

≪例 税額控除の適用下限額の引下げ ２千円→１千円、 特例控除額の上限引上げ １割→２割 とした場合≫
年収700万円、所得割35万円、ふるさと納税額8万円（平均的なふるさと納税額）のケース

所得割額１割上限 所得割額２割上限 下限額1,000円※復興特別所得税含む

政 策 提 案 ８－２ ふるさと納税制度の拡充



現状・課題

９．高速交通ネットワークの整備と事前防災・減災対策
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目的地までの平均到達時間
―  不便度の大きさ ―

○日本の交通ネットワークは東京中心

○１３県がいずれかの県に集まるよりも、ソウルに集まった方が平均到達時間
は小さい

青森
5:13

山形
5:15

東京
3:09

鳥取
4:47

高知
5:11

熊本
5:23

ソウル

（仁川空港）
3:45

石川
4:33福井

4:33

奈良
3:53

島根
4:54

例えば、
知事ネットワーク参加県が、
青森市内で会議をする場合、

各県からの到達時間の平均は

5時間13分

宮崎
4:50

三重
4:25

山梨
5:07

長野
4:50

（Yahoo!路線情報より独自作成）

◆我が国の交通ネットワークは、大都市圏中心に整備しており、地方では、未だに交通ネットワークが十分でないとこ
ろも多い。

◆このため、企業立地の停滞や人口流出などを招き、地方の発展を阻害しており、緊急時の医療機関への移動、災害・
事故時の対応など、地域住民の生活にも大きな影響を及ぼす。

◆日本海側と太平洋側、また東日本と西日本が相互に支え合う複軸型の国土構造を実現するとともに、災害時の命の道
となる高規格道路などの整備を促進し、国全体としてのリスクの分散とバックアップ体制を構築する必要がある。

【強靭な国土づくり】
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○地域の高速交通網の整備促進
地域における道路、鉄道、航空路線の整備を促進し、全国をネットワーク化

資料：独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

政 策 提 案 ９－１ 都市と地方のネットワーク化による地方の自立と分散を促進

・南海トラフ巨大地震により想定される経済的被害は、約２２０兆円(※)
・事前対策（建物耐震化、津波避難の迅速化等）により

大幅な軽減が可能。 約１１２兆円

経済的被害

出典：「南海トラフ巨大地震の被害想定について（ H24.8.29 ）」

現状で指定されている津波避難ビルの有効活用

津波による
死者数（※）

考慮しなかった場合 考慮した場合

約224,000人 約157,000人

建物の耐震性強化

建物倒壊による
死者数

現状 耐震化率約79％ 耐震化率100％

約38,000人 約5,800人

人的被害
○地震・津波に備えるための法整備や財政措置の拡充

緊急防災・減災事業債と同等の支援措置の継続および拡充 など

○「減災」の視点を取り入れた様〄なハード・ソフト対策の推進

緊急のインフラ総点検・修繕の実施及びインフラ耐震化の推進

「逃げる」という発想を重視した防災対策の推進 など
（急傾斜地崩壊対策事業で対象とならない危険箇所の要件緩和）

○避難者の受け入れなど、超広域災害に備えた連携体制の構築

南海トラフ巨大地震を想定した被害の削減効果（例）

(※) 「H25.3.18 内閣府 南海トラフ巨大地震の被害想定（第二次報告）」

政 策 提 案 ９－２ 事前防災・減災対策による災害に強い国土づくり

資料：国土交通省のホームページから引用

ミッシングリンクが残る区間




